
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

〃

〃

○

〃

〃

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

岡

山

県

補

助

金

等

交

付

規

則

の

規

定

に

よ

る

補

環

境

企

画

課

助

金

等

の

名

称

等

の

制

定

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

障

害

福

祉

課

関

の

指

定

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

の

更

新

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

の

辞

退

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

【

公

告

】

○

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

税

務

課

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

〃

〃

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

の

完

了

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
号

昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
三
号
（
岡
山
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

）

、

。

等
の
名
称
等
の
制
定

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

平
成
三
十
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す
る

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
環
境
文
化
部
の
部
業
務
用
車
両
Ｅ
Ｖ
等
転
換
支
援
事
業
補
助
金
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

岡
山
県
充
電
環

電
気
自
動
車
等

急
速
充

１

空
白
地
域
等
解

１
に
つ
い
て
は
、

境
整
備
事
業
補

の
普
及

電
設
備

消
事
業

補
助
対
象
経
費
の
三

助
金

を
設
置

２

充
電
渋
滞
等
解

分
の
二
以
内
。
た
だ

す
る
法

消
事
業

し
、
一
箇
所
当
た
り

人

三
百
万
円
を
限
度
と

す
る
。

２
に
つ
い
て
は
、

補
助
対
象
経
費
の
二

分
の
一
以
内
。
た
だ

し
、
一
箇
所
当
た
り

百
五
十
万
円
を
限
度

と
す
る
。

表
環
境
文
化
部
の
部
野
鳥
の
森
整
備
事
業
補
助
金
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

地
域
を
学
ん
で

若
い
世
代
の
食

大
学
を

大
学
の
教
員
が
主
催

補
助
対
象
経
費
の
十

の
こ
さ
ず
た
べ

品
ロ
ス
削
減
意

設
置
す

す
る
研
究
室
等
が
実

分
の
十
以
内
。
た
だ

よ
う
事
業
補
助

識
の
醸
成

る
法
人

施
す
る
食
品
ロ
ス
の

し
、
五
十
万
円
（
県

金

削
減
に
関
す
る
調

外
に
大
学
を
設
置
す

査
、
研
究
及
び
小
学

る
法
人
に
あ
つ
て
は

生
に
対
す
る
教
材
作

百
万
円
）
を
限
度
と

成
並
び
に
出
前
講
座

す
る
。

平成３０年１０月１２日　岡山県公報　第１２０３３号



表
環
境
文
化
部
の
部
岡
山
県
貴
重
樹
木
等
保
存
対
策
事
業
補
助
金
の
項
及
び
環
境
緑
化
事
業
補
助
金

の
項
を
削
り
、
同
部
岡
山
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
補
助
金
の
項
中

「

公
益
財

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
実

補
助
対
象
経
費
の
十

団
法
人

施
さ
れ
る
種
目
の
選

分
の
十
以
内
。
た
だ

岡
山
県

手
の
育
成
に
要
す
る

し
、
二
十
万
円
を
限

体
育
協

経
費

度
と
す
る
。

会
に
加

盟
す
る

オ
リ
ン

を

ピ
ッ
ク

で
実
施

さ
れ
る

種
目
の

競
技
団

体

」

「

公
益
財

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
実

補
助
対
象
経
費
の
十

団
法
人

施
さ
れ
る
種
目
の
選

分
の
十
以
内
。
た
だ

岡
山
県

手
の
育
成
に
要
す
る

し
、
二
十
万
円
を
限

体
育
協

経
費

度
と
す
る
。

会
に
加

盟
す
る

オ
リ
ン

ピ
ッ
ク

で
実
施

さ
れ
る

種
目
の
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に
改
め
、
同
部
岡

競
技
団

体日
本
パ

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で

補
助
対
象
経
費
の
十

ラ
リ
ン

実
施
さ
れ
る
種
目
の

分
の
十
以
内
。
た
だ

ピ
ッ
ク

選
手
の
育
成
に
要
す

し
、
二
十
万
円
を
限

委
員
会

る
経
費

度
と
す
る
。

に
加
盟

す
る
競

技
団
体

の
強
化

指
定
選

手
等

」

山
県
ス
ポ
ー
ツ
合
宿
支
援
事
業
補
助
金
の
項
を
削
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申

請
の

概
要

申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法

人
に

あ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
(
1
)

っ

名
称

大
黒

天
物

産
株

式
会

社

住
所

倉
敷

市
堀

南
番

５
7
0
4

氏
名

代
表

取
締

役
大

賀
昭

司

工
場

又
は

事
業

場
の

名
称

及
び

所
在

地
(
2
)名

称
大

黒
天

物
産

株
式

会
社

中
国

物
流

Ｒ
Ｍ

セ
ン

タ
ー

8
8

所
在

地
総

社
市

中
原
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 新 設 新 設 新 設 新 設

17 ２－イ ２－イ
２－イ

豆腐又は煮豆の製造業 畜産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用
16 畜産食料品製造業の用

の用に供する湯煮施設 に供する原料処理施設 に供する原料処理施設種 類 麺類製造業の用に供す に供する原料処理施設

（Ｂライン） （Ｄ－４ライン） （Ｄ－５ライン）る湯煮施設 Ａライン （Ｄ－１～３,７ライ（ ）
ン）

能 力 6,000食／時間 2,400パック／時間 1,130ｋｇ／時間
９俵／時間 6,000回／時間
（豆乳300Ｌ／俵） （50回／分×２列）

工 事 着 手 予 定 年 月 日 既設 同左 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 既設 同左 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続14時間 連続15時間 連続９時間 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 57 75 4 5 5 6
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6.8～8.6 6.8～8.6 同左 同左
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 300 1,000 400 900 225 508
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 300 1,000 400 900 225 508

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 300 500 同左 229 266 同左 同左

油 分（mg／Ｌ） 10 20 50 100 16 22

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 50 100 100 150 45 61

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 16 30 20 50 12 21

大腸菌群数（個／㎤） 0 10 同左 同左

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。

平成３０年１０月１２日　岡山県公報　第１２０３３号



区 分 新 設 新 設 新 設 新 設 新 設

２－イ ２－イ ２－ロ ２－ロ 66－５
畜産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用 弁当仕出屋又は弁当製
に供する原料処理施設 に供する原料処理施設 に供する洗浄施設 に供する洗浄施設 造業の用に供するちゅ種 類

（Ｄ－６,８ライン） （Ｄ－９ライン） （Ｅ－１ライン） （Ｅ－２ライン） う房施設（厨房施設）

調理量
6,000回／時間 乳酸飲料65ｃｃ ヨーグルト500ｇ 野菜600ｋｇ／日

能 力 2,500パック／時間（50回／分×２列） （3,000個／時間） （1,000個／時間） 肉 500ｋｇ／日
魚 500ｋｇ／日

工 事 着 手 予 定 年 月 日 既設 同左 同左 同左 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 既設 同左 同左 同左 工事着手後10日

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 工事完成後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続16時間 同左 断続５時間 同左 連続９時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 5 6 40 50 306 340
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6.8～8.6 6.8～8.6 6.8～8.6 6.8～8.6 5～7 5～7
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 225 508 1300 1500 950 1000
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 225 508 400 500 450 500

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 229 266 同左 190 200 同左 200 300

油 分（mg／Ｌ） 16 22 200 220 100 150

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 45 61 30 35 80 100

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 12 21 8 10 8 10

大腸菌群数（個／㎤） 0 10 0 10 0 10

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 新 設 新 設

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 オイル阻集器（Ｄライン） オイル阻集器（厨房施設）

種 類 及 び 型 式 オイル阻集器 同左

構 造 ＦＲＰ 同左

主 要 寸 法 Ｌ1,550×Ｗ850×Ｈ800（ｍｍ） 同左

能 力 380Ｌ／分 同左

処 理 の 方 法 浮上分離 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 既設 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 既設 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続16時間 同左
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 85 104 85 104 306 340 306 340
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 6.8～8.6 6.8～8.6 6.8～8.6 6.8～8.6 5～7 5～7 5～7 5～7
びに当該汚水等
の通常の量及び ＢＯＤ（mg／Ｌ） 225 508 225 508 950 1,000 950 1,000
最大の量

ＣＯＤ（mg／Ｌ） 225 508 225 508 450 500 450 500

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 229 266 229 266 200 300 200 300

油 分（mg／Ｌ） 16 22 4 10 100 150 70 105

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 45 61 45 61 80 100 80 100

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 12 21 12 21 8 10 8 10

大腸菌群数（個／㎤） 0 10 0 10 同左
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区 分 新 設

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 排水処理施設

種 類 及 び 型 式 クボタ製液中膜

構 造 鉄筋コンクリート

地下調整槽
Ｌ15,300×Ｗ5,500×Ｈ5,260（ｍｍ）
地上調整槽

主 要 寸 法
Ｌ36,700×Ｗ20,380×Ｈ6,000（ｍｍ）
脱水機室
Ｌ5,200×Ｗ9,600×Ｈ5,860（ｍｍ）

能 力 950㎥／日

処 理 の 方 法 活性汚泥膜分離方式

工 事 着 手 予 定 年 月 日 既設

工 事 完 成 予 定 年 月 日 既設

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 780 950 780 950
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 4.5～8 4.5～8 5.8～8.6 5.8～8.6
びに当該汚水等
の通常の量及び ＢＯＤ（mg／Ｌ） 940 1,100 9 14
最大の量

ＣＯＤ（mg／Ｌ） 350 500 9 14

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 270 340 10 15

油 分（mg／Ｌ） 200 300 4 5

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 33 38 17 18

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 6.0 6.9 2.4 2.5

大腸菌群数（個／㎤） 0 10 0 10
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(5) 排水口に関する事項

排 水 口 番 号 Ｎｏ．１

新 設
区 分

通 常 最 大

水 量（㎥／日） 780 950

ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6

ＢＯＤ（mg／Ｌ） 9 14

ＣＯＤ（mg／Ｌ） 9 14

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 10 15

油 分（mg／Ｌ） 4 5

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 17 18

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 2.4 2.5

大腸菌群数（個／㎤） 0 10

備考 表に掲げるもののほか，雨水排水口Ｎｏ．２を新設する。

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成30年10月12日から同年11月2日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び総社市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

指
定
年
月
日

中
務
薬
局

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
七
四
八

調
剤

平
成
三
十
年
十
月
一
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

更
新
年
月
日

医
療
法
人
社
団
同
仁
会
金
光
病
院

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
七
四
〇

腎
臓

平
成
三
十
年
十
月
一
日

医
療
法
人
社
団
清
和
会
笠
岡
第
一
病
院

笠
岡
市
横
島
一
九
四
五

腎
臓

平
成
三
十
年
十
月
一
日

真
庭
中
央
薬
局

真
庭
市
落
合
垂
水
二
四
九

一

調
剤

平
成
三
十
年
十
月
一
日

－

ザ
グ
ザ
グ
薬
局
町
苅
田
店

赤
磐
市
町
苅
田
九
四
〇

一

調
剤

平
成
三
十
年
十
月
一
日

－

す
ぎ
は
ら
薬
局
高
屋
店

井
原
市
高
屋
町
四

二
四

九

調
剤

平
成
三
十
年
十
月
一
日

－
－

と
ん
ぼ
薬
局

総
社
市
真
壁
一
五
八

六

調
剤

平
成
三
十
年
十
月
一
日

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

辞
退
年
月
日

中
務
薬
局

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
七
四
八

調
剤

平
成
三
十
年
六
月
三
十
日

青
井
薬
局

赤
磐
市
上
市
一
〇
一

調
剤

平
成
三
十
年
四
月
一
日

平成３０年１０月１２日　岡山県公報　第１２０３３号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

勝
山
栗
原
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

真
庭
市
佐
引
字
大
棚
九
三
六
番
地
先
か
ら

新

八
一
七
・
〇

真
庭
市
佐
引
字
市
場
河
内
一
〇
三
七
番
一
地
先

八
・
六
～

を
経
て

五
二
・
〇

真
庭
市
関
字
境
畑
四
六
三
八
番
二
地
先
ま
で

八
二
一
・
〇

真
庭
市
佐
引
字
大
棚
九
三
六
番
地
先
か
ら

八
・
六
～

真
庭
市
関
字
境
畑
四
六
三
八
番
二
地
先
ま
で

五
二
・
〇

真
庭
市
佐
引
字
大
棚
九
三
六
番
地
先
か
ら

旧

八
一
七
・
〇

真
庭
市
佐
引
字
市
場
河
内
一
〇
三
七
番
一
地
先

八
・
六
～

を
経
て

五
二
・
〇

真
庭
市
関
字
境
畑
四
六
三
八
番
二
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

黒
忠
井
原
線
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三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

井
原
市
野
上
町
字
イ
ザ
サ
四
四
八
九
番
二
地
先

新

八
四
・
三

か
ら

六
・
三
～

井
原
市
野
上
町
字
イ
ザ
サ
四
四
九
〇
番
一
地
先

一
八
・
〇

ま
で

井
原
市
野
上
町
字
イ
ザ
サ
四
四
八
九
番
二
地
先

旧

八
四
・
三

か
ら

三
・
五
～

井
原
市
野
上
町
字
イ
ザ
サ
四
四
九
〇
番
一
地
先

一
三
・
〇

ま
で
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〔
四
七
九
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う

）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の

。

と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

特
定
役
務
の
名
称

自
動
車
税
車
体
課
税
見
直
し
に
係
る
税
務
シ
ス
テ
ム
改
修
事
業

二

契
約
期
間

平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
総
務
部
税
務
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
年
十
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
日
立
製
作
所

広
島
県
広
島
市
中
区
袋
町
五
番
二
五
号

六

契
約
金
額

、

、

（

、

、

）

四
九

五
六
一

二
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
三

六
七
一

二
〇
〇
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

八

随
意
契
約
の
理
由

政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め
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〔
四
八
〇
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
三
十
年
十
月
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
未
来
へ

三

代
表
者
の
氏
名

藤
本

優

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
中
之
町
六
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
、
お
も
に
児
童
養
護
施
設
の
子
ど
も
た
ち
と
、
不
特
定
多
数
の
ニ

ー
ト
や
引
き
こ
も
り
を
対
象
に
、
生
活
向
上
並
び
に
社
会
的
自
立
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
青

少
年
が
自
分
ら
し
く
生
き
、
夢
と
希
望
と
生
き
が
い
を
持
っ
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
づ
く
り
と
福
祉

の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類
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〔
四
八
一
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
岡
山
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と

お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

総
社
市
小
寺
か
ら
井

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

平
成
三
十
年
九
月
二
十
五
日
か
ら

尻
野
地
内

同
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で
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〔
四
八
二
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
林
野
庁
長
官
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

岡
山
県
内
森
林
区
域

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

平
成
三
十
年
九
月
十
日
か
ら
同
年

十
一
月
三
十
日
ま
で
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〔
四
八
三
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
三
十
年
十
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
備
中
局

浅
口
市
鴨
方
町
鴨
方
字
惣
道
通
一
六
一
四

六
・
〇
〇

五
四
・
九
〇

建
第
二
〇
二
二
号

番
九
、
一
六
一
四
番
九
地
先
水
路

平
成
三
十
年
十
月
一

五
・
五
〇

一
六
・
六
六

日
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〔
四
八
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
総
社
字
諸
上
後
ヒ
ン
前
一
一
九
二

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
福
井
二
一
五
八
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
Ｄ
二
〇
八

田
中

研
志

田
中

敏
江

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
五
八
号
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〔
四
八
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
十
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
金
井
戸
字
渕
ヶ
添
三
五
七

四
、
三
五
七

六
、
字
南
国
府
東
三
六
七

六
、
三
六
七

－
－

－

七
、
三
六
七

九

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
中
央
四
丁
目
九

一
〇
六
Ｄ
ｗ
ｅ
ｌ
ｌ
吉
備
路
二
〇
二
号

－

髙
木

貴
弘

髙
木
愛
里
咲

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
四
八
号
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〔
四
八
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
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開
発
許
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を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。
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指
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一
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